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第２章 消防防災の組織と活動 

 

 

１．消防職団員の教育訓練 

複雑多様化する災害や救急業務、火災予防業務の

高度化に消防職団員が適切に対応するためには、そ

の知識・技能の向上が不可欠であり、消防職団員に

対する教育訓練は極めて重要である。 

消防職団員の教育訓練は、各消防本部、消防署、

消防団のほか、国においては消防大学校、都道府県

等においては消防学校において実施されている。こ

れらのほか、全国の救急隊員を対象に救急救命士の

国家資格を取得させるための教育を行う救急救命

研修所などがある。 

このように、消防職団員に対する教育訓練は、国、

都道府県、市町村等がそれぞれ機能を分担しながら、

相互に連携して実施している。 

２．職場教育 

各消防機関においては、平素からそれぞれの地域

特性を踏まえながら、計画的な教養訓練（職場教育）

が行われている。特に、常に危険が潜む災害現場に

おいて、指揮命令に基づく厳格な部隊活動が求めら

れる消防職員には、職務遂行にかける使命感と旺盛

な気力が不可欠であることから、様々な教養訓練を

通じて、知識・技術の向上と士気の高揚に努めてい

る。 

なお、消防庁においては職場教育における基準と

して、「消防訓練礼式の基準」「消防操法の基準」「消

防救助操法の基準」や、訓練時と警防活動時等それ

ぞれにおける安全管理マニュアルを定めるなど、各

消防機関による効率的かつ安全な訓練・活動の推進

を図っている。 

３．消防学校における教育訓練 

（１）消防学校の設置状況 

都道府県は、消防組織法第 51 条の規定により、

財政上の事情その他特別の事情のある場合を除く

ほか、単独に又は共同して消防学校を設置しなけれ

ばならず、また、指定都市は、単独に又は都道府県

と共同して消防学校を設置することができるとさ

れている。 

平成 31年４月１日現在、消防学校は、全国 47都

道府県と指定都市である札幌市、千葉市、横浜市、

名古屋市、京都市、神戸市及び福岡市の７市並びに

東京消防庁に設置されており、全国に 55校ある（東

京都では、東京都消防訓練所及び東京消防庁消防学

校の２校が併設されている。）。 

消防庁は、消防学校の施設や運営の努力目標とし

て「消防学校の施設、人員及び運営の基準」を定め、

消防学校における教育訓練の水準の確保、向上を進

めている。 

（２）教育訓練の種類 

消防学校における教育訓練の基準として、「消防

学校の教育訓練の基準」（以下「基準」という。）が

定められている。各消防学校では、この基準に定め

る「到達目標」を尊重した上で、「標準的な教科目

及び時間数」を参考指針として活用し、具体的なカ

リキュラムを定めている。 

教育訓練の種類には、消防職員に対する初任教育、

専科教育、幹部教育及び特別教育と、消防団員に対

する基礎教育、専科教育、幹部教育及び特別教育が

ある。 

・「初任教育」とは、新たに採用された全ての消防

職員を対象に行う基礎的な教育訓練をいい、基準

上の教育時間は 800時間とされている。 

・「基礎教育」とは、消防団員として入団後、経験

期間が短く、知識・技能の修得が必要な者を対象

に行う基礎的な教育訓練をいい、基準上の教育時

間は 24時間とされている。 

・「専科教育」とは、現任の消防職員及び主として

基礎教育を修了した消防団員を対象に行う特定

の分野に関する専門的な教育訓練をいう。 

・「幹部教育」とは、幹部及び幹部昇進予定者を対

象に行う、消防幹部として一般的に必要な教育訓

練をいう。 

・「特別教育」とは、上記に掲げる以外の教育訓練

で、特別の目的のために行うものをいう。 

第４節 教育訓練体制 
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（３）消防学校における教育訓練の充実強化 

災害の大規模化・複雑多様化等により高度な消防

活動が求められているほか、消防法令の改正等に伴

い、予防業務の高度化・専門化も進んでいる。 

このような背景の下、消防職員が適切に職務を遂

行していくためには知識・技術の更なる向上が必要

であることから、消防学校における教育訓練の充実

強化を図ることを目的に、平成 27 年３月に「消防

学校の施設、人員及び運営の基準」及び「消防学校

の教育訓練の基準」の一部をそれぞれ改正した。 

この改正では、標準的に備えるべき施設として、

実際の災害を想定した実践的な訓練を行うことの

できる施設（模擬消火訓練装置、震災訓練施設等）

を加えたほか、安全管理面に配意した消防学校の教

員数の算定方式の改正、消防を巡る課題と必要性を

踏まえた適正な教科目及び時間配分への改正など

を行っている。 

（４）教育訓練の実施状況 

消防職員については、平成 30 年度中に延べ 3 万

2,044 人が消防学校における教育訓練を受講した

（第 2-4-1表）。 

消防団員については、平成 30 年度中に延べ 3 万

7,470 人が消防学校において又は消防学校から教

員の派遣を受けて教育訓練を受講した（第 2-4-2

表）。 

消防団員にあっては、それぞれ他の本業を持って

いるため、消防学校での教育訓練が十分実施し難い

と認められる場合には、消防学校の教員を現地に派

遣して、教育訓練を行うことができるものとされて

おり、多くの消防学校でこの方法が採用されている。 

また、消防学校では、消防職団員の教育訓練に支

障のない範囲で消防職団員以外の者に対する教育

訓練も行われており、平成 30 年度においては、自

主防災組織の構成員等延べ 1 万 7,275 人に対し教

育訓練が行われた。 

第 2-4-1表 消防職員を対象とする教育訓練の実

施状況 

（人） 

 
（備考）「消防学校の教育訓練に関する調査」により作成 

第 2-4-2表 消防団員を対象とする教育訓練の実

施状況 

（人） 

 
（備考）｢消防学校の教育訓練に関する調査｣により作成 

※平成 26 年３月の消防学校の教育訓練の基準の一部改正により、中級

幹部科は指揮幹部科に改められた。 

※｢指揮幹部科」には、「分団指揮課程」及び「現場指揮課程」の両課程

を修了した者を計上している。 

４．消防大学校における教育訓練及び技術的

援助 

消防大学校は、国及び都道府県の消防事務に従事

する職員又は市町村の消防職団員に対し、幹部とし

て必要な高度な教育訓練を行うとともに、都道府県

等の消防学校に対し、教育訓練に関する必要な技術

的援助を行っている。 

29年度 30年度

5,386 5,364

10,244 10,017

940 1,201

699 704

1,003 1,112

496 447

1,326 1,130

4,096 3,748

8

1,676 1,675

3,182 3,835

1,950 2,301

893 1,131

339 403

12,179 12,828

30,991 32,044

特別教育

合　計

救急科

救助科

幹部教育

初級幹部科

中級幹部科

上級幹部科

准救急科

火災調査科

初任教育

専科教育

警防科

特殊災害科

予防査察科

危険物科

学校
教育

教員
派遣

計

3,925 3,983 7,908

2,121 0 2,121

847 0 847

1,274 0 1,274

7,421 106 7,527

1,999 82 2,081

751 0 751

分団指揮課程のみ 2,206 24 2,230

現場指揮課程のみ 2,465 0 2,465

8,527 11,387 19,914

21,994 15,476 37,470

特別教育

合計

機関科

指揮幹部科

専科教育

基礎教育

区　分

30年度実績

警防科

幹部教育

初級幹部科
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（１）施設・設備 

消防大学校には、教育訓練施設として、本館、第

２本館、訓練施設及び寄宿舎がある。 

本館には、250人収容の大教室、３つの教室、視

聴覚教室、理化学燃焼実験室、図書館のほか、様々

な災害現場を模擬体験して指揮者としての状況判

断能力や指揮能力を養成する災害対応訓練室等を

設けている。 

第２本館には、300人収容の講堂のほか、救急訓

練室、特別教室、屋内訓練場等を設けている。 

訓練施設には、地上 4階の低層訓練棟及び地上 11

階の高層訓練塔に加え、コンテナ内で木材を燃やし、

実際の火災現場と同様の環境の変化を体験するこ

とができる実火災体験型訓練施設を設けている。 

寄宿舎には、172 人収容の南寮と 52 人収容の北

寮、女性の寮生活に必要な浴室、トイレ、更衣室、

談話室などの女性専用施設を設けている。 

なお、教育訓練車両として、指揮隊車、普通ポン

プ車、水槽付きポンプ車、救助工作車、特殊災害車、

災害支援車及び高規格の救急自動車を保有してい

る。 

 
実火災体験型訓練（ホットトレーニング） 

 
実火災体験型訓練（危険物火災） 

 
多数傷病者対応訓練 

（２）教育訓練の実施状況 

消防大学校では、平成 30 年度において、総合教

育及び専科教育で 1,082人、実務講習で 635人の卒

業生を送り出しており、卒業生数は、創設以来、平

成 30年度までで延べ 6万 2,695人となった。 

また、令和元年度の定員は 1,932 人としている

（第 2-4-3表）。 
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第 2-4-3表 教育訓練実施状況 

 

  

実施回数 卒業生 実施回数 定員

（回） （人） （回） （人）

幹部科 4 285 4 240 2か月
　消防に関する高度の知識及び技術を総合的に修得させ、消防の
上級幹部たるに相応しい人材を養成する。

上級幹部科 1 41 1 54 2週間
　消防に関する高度の知識及び技術を総合的に修得させ、現に消
防の上級幹部である者の資質を向上させる。

新任消防長・学校長科 2 41 2 102 2週間
　新任の消防長・消防学校長に対し、その職に必要な知識及び能
力を総合的に修得させる。

消防団長科 2 66 2 72 1週間
　消防団の上級幹部に対し、その職に必要な知識及び能力を総合
的に修得させる。

警防科 2 120 2 120 2か月
　警防業務に関する高度の知識及び技術を専門的に修得させ、警
防業務の教育指導者等としての資質を向上させる

救助科 2 119 2 120 2か月
　救助業務に関する高度の知識及び技術を専門的に修得させ、救
助業務の教育指導者等としての資質を向上させる。

救急科 1 48 1 48 1か月
　救急隊長等に対し、高度の知識及び能力を総合的に修得させ、救
急業務の指導者としての資質を向上させる（指導救命士養成教育
を含む。）。

予防科 2 95 2 96 2か月
　予防業務に関する高度の知識及び技術を専門的に修得させ、予
防業務の教育指導者等としての資質を向上させる。

危険物科 1 42 1 42 1か月
　危険物保安業務に関する高度の知識及び技術を専門的に修得さ
せ、危険物保安業務の教育指導者等としての資質を向上させる。

火災調査科 2 96 2 96 2か月
　火災調査業務に関する高度の知識及び技術を専門的に修得さ
せ、火災調査業務の教育指導者等としての資質を向上させる。

新任教官科 1 66 1 60 2週間
　新任の消防学校教育訓練担当職員等に対し、その職に必要な知
識及び能力を専門的に修得させる。

現任教官科 2 63 2 72 1週間
　現任の消防学校教育訓練担当職員等に対し、業務運営の企画及
び予防業務又は警防業務を包括的に指導できる能力を向上させ
る。

22 1,082 22 1,122

指揮隊長コース 2 75 2 96 2週間
　緊急消防援助隊の指揮支援部隊長等に対し、その業務に必要な
知識及び能力を修得させる。

高度救助・特別高度救
助コース

1 66 1 66 2週間
　高度救助隊、特別高度救助隊の隊長等に対し、その業務に必要
な知識及び能力を修得させる。

ＮＢＣコース 1 72 1 72 3週間
　緊急消防援助隊のＮＢＣ災害要員等に対し、NBC災害対応業務
に必要な知識及び能力を修得させる。

航空隊長コース 1 63 1 84 2週間
　消防・防災航空隊の隊長等に対し、その業務に必要な知識及び
能力を修得させる。

危機管理・国民保護
コース

1 59 1 96 1週間
　地方公共団体の危機管理・防災実務管理者・国民保護担当者等
に対し、その業務に必要な知識及び能力を修得させる。

自主防災組織育成コー
ス

1 63 1 72 1週間
　自主防災組織の育成担当者等に対し、その業務に必要な高度な
知識及び能力を修得させる。

自主防災組織育成短
期コース

2 95 2 128 2日間
　自主防災組織の育成業務に携わる担当職員に対し、その業務に
必要な基礎的知識及び能力を修得させる。

消防団活性化推進コー
ス

1 34 2 96 1週間
　消防団の加入促進や教育訓練等充実強化業務に携わる者に対
し、その業務に必要な実務的な知識及び能力を修得させる。

女性活躍推進コース 1 60 1 52 2週間
　女性消防吏員の幹部候補生に対し、キャリア形成を支援し、職域
拡大等を目的とした知識及び能力を修得させる。

査察業務マネジメント
コース

1 48 1 48 1週間
　消防本部の予防業務を主管する係長以上の者に対し、違反処理
を始めとする査察業務全般をマネジメントするために必要な知識及
び能力を修得させる。

12 635 13 810

34 1,717 35 1,932

期間

令和元年度（計画）

総
合
教
育

専
科
教
育

学
　
　
　
　
科

平成30年度（実績）

区　　　分
教育目的

緊
急
消
防
援
助
隊
教
育
科

小　計

実
務
講
習

合　　計

危
機
管
理
・
防
災
教
育
科

小　計

そ
の
他
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学科については、平成 18 年度に大幅な再編を実

施し、その後も受講者のニーズ等を踏まえて適宜見

直しを行っており、平成 30 年度においては、年間

に 22の学科と 13の実務講習を実施した。 

各課程の教育訓練内容（授業科目）については、

各学科等の目的に応じて社会情勢の変化に伴う新

しい課題に対応するための科目として、ハラスメン

ト対策、メンタルヘルス、惨事ストレス対策、危機

管理、広報及び訴訟対応を取り入れている。 

また、情報システムを活用した火災時指揮シミュ

レーション、大規模地震の際の受援シミュレーショ

ンなどを訓練に加えるほか、実火災体験型訓練施設

を活用した実際の火災に近い環境下での消防活動

訓練（ホットトレーニング）の実施や、査察業務マ

ネジメントコースの設置などにより、カリキュラム

の充実を図っている。 

一部の課程では、インターネットを使った事前学

習（e-ラーニング）を取り入れ、限られた期間内で

より効率的な教育訓練が行えるようにしている。 

また、女性の研修機会の拡大を図るため、各学科

の定員の５％を女性消防吏員の優先枠として設定

し女性の入校を推進するとともに、女性消防吏員の

キャリア形成の支援等を目的とした実務講習であ

る女性活躍推進コースを実施しているほか、女性の

活躍推進をテーマとした「消防大学校フォーラム」

を開催している。 

このほか、国際的な大規模イベント（2020年東京

オリンピック・パラリンピック競技大会等）の開催

に向け、NBC災害対応力の強化を図るため、平成 28

年度からオリンピック開催年度の令和 2 年度まで

の間、NBCコースの教育日数を 10日間から 15日間

に増やすこととしている。 

平成 30 年度には、木造密集等の活動困難地域等

における火災発生時における現場指揮・判断能力の

向上を図ることを目的として、実践的な訓練を実施

することができる街区形成集合住宅型ユニットを

活用した訓練を取り入れている。 

（３）消防学校に対する技術的援助 

自然災害や火災・事故等の態様の多様化・大規模

化に伴い、都道府県等の消防学校における教育訓練

も充実強化が求められていることから、消防大学校

では、次のような技術的援助を行っている。 

ア 消防学校長・教官に対する教育訓練 

消防学校長及び教官に対しては、それぞれ、新任

消防長・学校長科、新任教官科及び現任教官科にお

いて教育訓練を行っている。 

また、新任教官科及び現任教官科では、教育技法

の習得を中心に教育を実施するとともに、実際に講

義を行う演習を取り入れ、消防学校における教育指

導者養成を行っている。 

なお、新任教官科及び現任教官科以外の各学科に

おいても、教育指導者養成を目的の一つとしており、

教育技法の学習や講義演習を実施している。 

イ 講師の派遣 

消防学校における教育内容の充実のため、消防学

校からの要請により、警防、予防、救急、救助等の

消防行政・消防技術について講師の派遣を行ってい

る。平成 30 年度は、延べ 131 回の講師の派遣を実

施した。 

ウ 消防教科書の編集 

消防学校において使用する初任者用教科書の編

集を行っており、平成 31年４月現在 21種類が発行

されている。 

エ 講師情報の提供等 

消防学校で行う教育訓練において、専門分野に一

定水準の知識・技術が担保された講師等を確保し、

教育訓練の質の更なる向上に資するため、消防大学

校卒業生名簿及び講師情報等を提供している。 

（４）特別講習会 

ラグビーワールドカップ 2019 及び 2020 年東京

オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、平

成 28 年度からの４か年で 16 か所の会場所在都道

府県において、安全管理、多数傷病者対応、NBC対

応の講義を行う特別講習会を実施することとして

おり、令和元年度は宮城県、福島県、茨城県及び千

葉県の４か所で開催した。 


